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(57)【要約】
本発明の装置は、ベースレイヤビデオ符号化信号とエン
ハンスメントレイヤのビデオ符号化信号とを有するスケ
ーラブルビデオ符号化（ＳＶＣ）信号を供給するため、
ビデオ信号をエンコードし、ベースレイヤビデオ符号化
信号は、エンハンスメントレイヤビデオ符号化信号より
も多くのランダムアクセスポイントを有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビデオ信号を送信する方法であって、
　複数のスケーラブルレイヤを有するビデオ符号化信号を供給するため、信号にスケーラ
ブルビデオ符号化を施すステップと、前記複数のスケーラブルレイヤのうちの１つは、他
のスケーラブルレイヤよりも多くのランダムアクセスポイントを有するために選択され、
　スケーラブルビデオ符号化信号を送信するステップと、
を含む方法。
【請求項２】
　選択されたスケーラブルレイヤは、前記ビデオ符号化信号のベースレイヤである、
請求項１記載の方法。
【請求項３】
　チャネルの切り替え又はあるチャネルへの同調を実行する装置で使用する方法であって
、
　複数のスケーラブルレイヤを含むスケーラブルビデオ符号化信号を受信するステップと
、
　多くのランダムアクセスポイントを有する依存性のレイヤに対する復号化を設定するス
テップと、前記依存性のレイヤは、現在の復号化レイヤであり、
　ＩＤＲ（Instantaneous　Decoder　Refresh）スライスについて前記多くのランダムア
クセスポイントを有するスケーラブルレイヤからのフレームをチェックするステップと、
　前記多くのランダムアクセスポイントを有するスケーラブルレイヤにおけるＩＤＲスラ
イスの検出に応じて、前記多くのランダムアクセスポイントを有するスケーラブルレイヤ
における前記符号化されたビデオを復号化するステップと、
　ＩＤＲスライスの他のスケーラブルレイヤからのフレームをチェックするステップと、
　前記現在の復号化レイヤの値よりも大きいdependency_idの値をもつ依存性のレイヤに
おけるＩＤＲスライスの検出に応じて、前記依存性のレイヤにおける符号化されたビデオ
を復号化するステップと、
を含む方法。
【請求項４】
　前記多くのランダムアクセスポイントを有するスケーラブルレイヤは、前記スケーラブ
ルビデオ符号化信号のベースレイヤである、
請求項３記載の方法。
【請求項５】
　複数のスケーラブルレイヤを有するビデオ符号化信号を供給するスケーラブルビデオエ
ンコーダと、前記複数のスケーラブルレイヤのうちの１つは、他のスケーラブルレイヤよ
りも多くのランダムアクセスポイントを有するために選択され、
　前記ビデオ符号化された信号の送信において使用される変調器と、
を含む装置。
【請求項６】
　選択されるスケーラブルレイヤは、前記ビデオ符号化信号のベースレイヤである、
請求項５記載の装置。
【請求項７】
　あるチャネルからスケーラブルビデオ符号化信号を供給する受信手段と、前記スケーラ
ブルビデオ符号化信号は、１つのスケーラブルレイヤが他のスケーラブルレイヤよりも多
くのランダムアクセスポイントを有するために選択される複数のスケーラブルレイヤを有
し、
　前記他のスケーラブルレイヤからのランダムアクセスポイントが利用可能になるまで、
前記チャネルへの切り替え又は前記チャネルへの同調に応じて、多くのランダムアクセス
ポイントを有するために選択されたスケーラブルレイヤを復号化するプロセッサと、
を有する装置。
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【請求項８】
　前記選択されたスケーラブルレイヤは、前記スケーラブルビデオ符号化信号のベースレ
イヤである、
請求項７記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、たとえば地上波放送、セルラー方式、ワイヤレスフィデリティ（Ｗｉ－Ｆｉ
）、サテライト等のような有線及び無線システムといった通信システムに関する。　
　本出願は、2007年11月5日に提出された米国仮出願第61/001822号の利益を特許請求する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　圧縮されたビデオビットストリームがワイヤレスネットワークのようなエラーを起こし
やすい通信チャネルを通して伝送されるとき、ビットストリームの所定の部分は、破壊さ
れるか又は失われる場合がある。係る誤りのあるビットストリームが受信機に到達し、ビ
デオデコーダによりデコードされるとき、再生の品質はひどく影響される可能性がある。
ソースの誤り耐性の符号化は、この問題に対処するために使用される技術である。
【０００３】
　ビデオブロードキャスト／マルチキャストシステムでは、ある圧縮されたビデオビット
ストリームは、セッションと呼ばれる指定された期間で同時にユーザのグループに伝送さ
れる。ビデオ符号化の予測の性質のため、あるビットストリームへのランダムなアクセス
は、ビットストリーム内の所定のランダムアクセスポイントでのみ利用可能であり、これ
により、正しい復号化は、これらランダムアクセスポイントから開始してのみ可能である
。ランダムアクセスポイントは低い圧縮効率を一般に有するので、あるビットストリーム
内には制限された数の係るポイントのみが存在する。結果として、あるユーザが彼の受信
機をあるチャネルに同調してセッションに参加するとき、彼は、正しい復号化を開始させ
るため、受信されたビットストリームにおける次の利用可能なランダムアクセスポイント
を待つ必要があり、これは、ビデオコンテンツの再生において遅延を生じさせる。係る遅
延は、チューンイン遅延と呼ばれ、システムのユーザの経験に影響を及ぼす重要な要素で
ある。
【０００４】
　ビデオデリバリシステムでは、幾つかの圧縮されたビデオビットストリームは、共通の
伝送媒体を共有するエンドユーザに伝送され、この場合、それぞれのビデオビットストリ
ームは、あるプログラムチャネルに対応する。前のケースと同様に、あるユーザがあるチ
ャネルから別のチャネルに切り替えるとき、彼は、復号化を正しく開始するため、そのチ
ャネルから受信されたビットストリームにおける次の利用可能なランダムアクセスポイン
トを待つ必要がある。係る遅延は、チャネル切り替え遅延と呼ばれ、係るシステムにおけ
るユーザの経験に影響を及ぼす別の重要なファクタである。
【０００５】
　挿入されたランダムアクセスポイントの利点は、ビデオ符号化の観点から圧縮されたビ
デオビットストリームの誤り耐性を改善することである。たとえば、あるビットストリー
ムに挿入されるランダムアクセスポイントは、デコーダを周期的にリセットし、誤りの伝
播を完全に停止し、これにより、エラーに対するビットストリームのロバスト性が改善さ
れる。
【０００６】
　たとえば、Ｈ．２６４／ＡＶＣビデオ圧縮標準（たとえばITU-T　Recommendation　H.2
64：“Advanced　video　coding　for　generic　audiovisual　services”,　ISO/IEC　
14496-10(2005)：“Information　Technology－Coding　of　audio-visual　objects　Pa
rt　10:　Advanced　Video　Coding”を参照されたい）を考慮して、ランダムアクセスポ
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イント（スイッチングイネーブリングポイントとも呼ばれる）は、ＩＤＲ（Instantaneou
s　Decoder　Reflesh）スライス、イントラ符号化マクロブロック（ＭＢ）及びＳＩ（swi
tching　I）スライスを含む符号化方法により実現される。
【０００７】
　ＩＤＲスライスに関して、ＩＤＲスライスは、正しい復号化のために前のスライスに依
存しないイントラ符号化ＭＢのみを含む。ＩＤＲスライスは、デコーダでデコーディング
ピクチャバッファをリセットし、これにより、後続のスライスの復号化は、ＩＤＲスライ
スの前のスライスとは独立である。正しい復号化はＩＤＲスライスの直後に利用可能であ
るので、瞬間的なランダムアクセスポイントとも呼ばれる。一方で、イントラ符号化ＭＢ
に基づいて段階的なランダムアクセスが実現される。多数の連続する予測ピクチャについ
て、イントラ符号化ＭＢは組織的に符号化され、これにより、これらのピクチャを符号化
した後、後続するピクチャにおけるそれぞれのＭＢは、ピクチャのうちの１つにおいて、
イントラ符号化され、共同で設置される対応物を有する。したがって、ピクチャの復号化
は、ピクチャのセットの前の他のスライスに依存しない。同様に、ＳＩスライスは、この
タイプの特別に符号化されたスライスをビットストリームに埋め込むことにより、異なる
ビットストリーム間の切り替えを可能にする。残念なことに、Ｈ．２６４／ＡＶＣでは、
ＩＤＲスライス又はＳＩスライスの共通の問題点は、符号化効率のロスである。一般に、
かなりの量のビットレートオーバヘッドがスイッチングポイントを埋め込むために支払わ
れる必要がある。
【０００８】
　同様に、スケーラブルビデオ符号化（ＳＶＣ）においてランダムアクセスポイントが使
用される。ＳＶＣにおいて、依存の表現は、多数のレイヤ表現から構成される場合があり
、アクセスユニットは、１つのフレーム番号に対応する全ての依存性の表現から構成され
る（たとえばY-K.Wang，M.Hannuksela，S.Pateux，A.Eleftheraidis及びS.Wenger，“Sys
tem　and　transport　interface　of　SVC”，IEEE　Trans.　Circuits　and　Systems
　for　Video　Technology，vol.17，no.9，Sept2007，pp.1149-1163;　並びに、H.Schwa
rz，D.Marpe及びT.Wiegand，“Overview　of　the　scalable　video　coding　extensio
n　of　the　H.264/AVC　standard”，IEEE　Trans.　Circuits　and　Systems　for　Vi
deo　Technology，vol.17，no.9，Sept2007，pp.1103-1120を参照されたい）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ランダムアクセスポイントを埋め込むためのＳＶＣの一般的な方法は、ＩＤＲスライス
を使用してアクセスユニットを完全に符号化することである。図１に例が示される。図１
のＳＶＣ符号化信号は、２つの依存性の表現を有しており、それぞれの依存性の表現は、
１つのレイヤ表現を有する。特に、ベースレイヤは、Ｄ＝０と関連されており、エンハン
スメントレイヤは、Ｄ＝１と関連される（“Ｄ”の値は、当該技術分野において“depend
ency_id”とも呼ばれる）。図１は、ＳＶＣ信号のフレームにおいて生じる９つのアクセ
スユニットを例示する。破線のボックス１０により例示されるように、アクセスユニット
１は、第一のレイヤのＩＤＲスライス（Ｄ＝１）及びベースレイヤのＩＤＲスライス（Ｄ
＝０）を有する。後続のアクセスユニットは、２つの予測された（Ｐ）スライスを有する
。アクセスユニット１，５及び９のみがＩＤＲスライスを有することが図１から観察され
る。係るように、ランダムアクセスは、これらのアクセスポイントで行われる。しかし、
Ｈ．２６４／ＡＶＣの場合のように、ＩＤＲスライスで符号化されたそれぞれのアクセス
ユニットは、ＳＶＣの符号化効率を減少させる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の原理によれば、ビデオ信号を送信する方法は、複数のスケーラブルレイヤを含
むビデオ符号化信号を供給するために信号にスケーラブルビデオ符号化を施すステップを
含み、スケーラブルレイヤのうちの１つは、他のスケーラブルレイヤよりも多くのランダ
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ムアクセスポイントを有するように選択される。また、本方法は、スケーラブルビデオ符
号化された信号を送信するステップを含む。結果として、ビデオエンコーダは、圧縮され
たビデオビットストリームに更なるスイッチングイネーブルポイントを埋め込むことで、
受信機におけるチューンイン遅延及びチャネル切り替え遅延を低減することができる。
【００１１】
　本発明の例示的な実施の形態では、ＳＶＣ信号は、ベースレイヤ及びエンハンスメント
レイヤを有し、ベースレイヤは、エンハンスメントレイヤよりも多くのランダムアクセス
ポイントを有するように選択される。　
　上述された観点で、詳細な説明を読むことから明らかであるように、他の実施の形態及
び特徴も可能であり、本発明の原理に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】ＩＤＲ（Instantaneous　Decoder　Refresh）スライスを有する従来技術のスケ
ーラブルビデオ符号化（ＳＶＣ）信号を示す。
【図２】ＳＶＣ符号化で使用される本発明の原理に係る例示的なフローチャートである。
【図３】本発明の原理に係る装置の例示的な実施の形態を示す図である。
【図４】本発明の原理に係る例示的なＳＶＣ信号を示す図である。
【図５】本発明の原理に係る別の例示的なフローチャートである。
【図６】本発明の原理に係る別の例示的な装置を示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の概念以外に、図に示されるエレメントは、公知であって詳細に説明されない。
たとえば、本発明の概念以外に、（直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）、又は符号化直交
周波数分割多重（ＣＯＦＤＭ）とも呼ばれる）ＤＭＴ（Discrete　Multitone　Transmiss
ion）に精通していることが想定され、本実施の形態では説明されない。また、テレビジ
ョンブロードキャスティング、テレビジョンレシーバ及びビデオ符号化に精通しているこ
とが想定され、本実施の形態では説明されない。たとえば、本発明の概念以外に、ＮＴＳ
Ｃ（National　Television　Systems　Committee）、ＰＡＬ（Phase　Alternation　Line
s）、ＳＥＣＡＭ（SEquential　Couleur　Avec　Memoire）、及びＡＴＳＣ（Advanced　T
elevision　Systems　Committee）、Chinese　Digital　Television　Systems（GB）2060
0-2006及びＤＶＢ－Ｈのような現在及び提案されるＴＶ標準の勧告に精通していることが
想定される。同様に、本発明の概念以外に、８レベル残留側波帯（８ＶＳＢ）、直交振幅
変調（ＱＡＭ）のような他の送信の概念、（ロウノイズブロック、チューナ、ダウンコン
バータ等のような）無線周波（ＲＦ）フロントエンド、復調器、相関器、リークインテグ
レータ及び平方器のようなレシーバコンポーネントが想定される。さらに、本発明の概念
以外に、ＦＬＵＴＥ（File　Delivery　over　Unidirectional　Transport）プロトコル
、ＡＬＣ（Asynchronous　Layered　Coding）プロトコル、インターネットプロトコル（
ＩＰ）及びＩＰＥ（Internet　Protocol　Encapsulator）のようなプロトコルに精通して
いることが想定され、本実施の形態では記載されない。同様に、本発明の概念以外に、ト
ランスポートビットストリームを生成する（ＭＰＥＧ（Moving　Picture　Expert　Group
）－２システム標準（ISO/IEC13818-1）及び上述されたＳＶＣのような）フォーマット及
び符号化方法は、公知であり、本実施の形態では説明されない。なお、本発明の概念は、
コンベンショナルなプログラミング技術を使用して実現される場合があり、本実施の形態
では記載されない。最後に、図面において同じ参照符号は同じエレメントを表している。
【００１４】
　上述されたように、レシーバがはじめにオンにされたとき、又はチャネル切り替えの間
、或いは、たとえ同じチャネル内でサービスを変えただけの場合であっても、レシーバは
、受信されたデータを処理することができる前に、必要とされる初期化データを更に待つ
必要がある。結果として、ユーザは、サービス又はプログラムにアクセスできる前に更な
る時間量を待つ必要がある。



(6) JP 2011-503968 A 2011.1.27

10

20

30

40

50

【００１５】
　ＳＶＣでは、ＳＶＣ信号は、多数の依存性の（空間）レイヤを有し、それぞれの依存性
のレイヤは、同じdependency_id値をもつＳＶＣ信号の１以上のスケーラブルレイヤから
構成される。ベースレイヤは、ビデオ信号の解像度の最小レベルを表す。他のレイヤは、
ビデオ信号の解像度の増加するレイヤを表す。たとえば、ＳＶＣ信号が３つのレイヤを有
する場合、ベースレイヤ、レイヤ１及びレイヤ２が存在する。それぞれのレイヤは、異な
るdependency_idの値と関連される。レシーバは、（ａ）ベースレイヤ、（ｂ）ベースレ
イヤ及びレイヤ１又は（ｃ）ベースレイヤ、レイヤ１及びレイヤ２を処理することができ
る。たとえば、ＳＶＣ信号は、ベース信号の解像度をサポートする装置により受信され、
このタイプの装置は、受信されたＳＶＣ信号の他の２つのレイヤをシンプルに無視する。
逆に、最も高い解像度をサポートする装置について、このタイプの装置は、受信されたＳ
ＶＣ信号の全ての３つのレイヤを処理することができる。
【００１６】
　ＳＶＣでは、ＩＤＲピクチャの符号化は、それぞれのレイヤに独立に行われる。係るよ
うに、本発明の原理によれば、ビデオ信号を送信する方法は、複数のスケーラブルレイヤ
を含むビデオ符号化信号を供給するために信号にスケーラブルビデオ符号化を施すことを
含み、スケーラブルレイヤのうちの１つは、他のスケーラブルレイヤよりも多くのランダ
ムアクセスポイントを有するために選択され、本方法は、スケーラブルビデオ符号化信号
を送信することを含む。したがって、ターゲットとされる依存性のレイヤにおいて多くの
ＩＤＲスライスが符号化されるとき、ビデオエンコーダは、レシーバにおけるチューンイ
ン遅延及びチャネル切り替え遅延を低減することができる。
【００１７】
　本発明の例示的な実施の形態では、ＳＶＣ信号は、ベースレイヤとエンハンスメントレ
イヤを含み、ベースレイヤは、エンハンスメントレイヤよりも多くのランダムアクセスポ
イントを有するように選択される。本発明の概念は多くのランダムアクセスポイントを有
するようにベースレイヤを選択する文脈において例示されるが、本発明の概念は、そのよ
うに限定されず、別のスケーラブルレイヤを代わりに選択することができる。
【００１８】
　本発明の原理に係る例示的なフローチャートは、図２に示される。図３にも注意が向け
られ、図３は、本発明の原理に係るビデオ信号を符号化する例示的な装置２００を示す。
本発明の概念に関連する部分のみが示される。装置２００は、プロセッサに基づいたシス
テムであり、図３における破線のボックスの形式で示されるプロセッサ２４０とメモリ２
４５とにより表されるように、１以上のプロセッサと関連するメモリとを有する。この文
脈では、コンピュータプログラム又はソフトウェアは、プロセッサ２４０による実行のた
めにメモリ２４５に記憶され、たとえばＳＶＣエンコーダ２０５を実現する。プロセッサ
２４０は、１以上のプログラム内蔵式制御プロセッサを表し、これらは、送信機の機能の
専用とされる必要がなく、たとえば、プロセッサ２４０は、送信機の他の機能を制御する
場合がある。メモリ２４５は、たとえばランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、リードオン
リメモリ（ＲＯＭ）等といった記憶装置を表し、送信機の内部及び／又は外部にあり、必
要に応じて揮発性及び／又は不揮発性である。
【００１９】
　装置２００は、ＳＶＣエンコーダ２０５及び変調器２１０を有する。ビデオ信号２０４
は、ＳＶＣエンコーダ２０５に印加される。ＳＶＣエンコーダは、本発明の原理に従って
ビデオ信号２０４をエンコードし、ＳＶＣ信号２０６を変調器２１０に供給する。変調器
２１０は、（共に図３に示されない）アップコンバータ及びアンテナを介して送信のため
に変調された信号２１１を供給する。
【００２０】
　図２を参照して、ステップ１０５では、図３のプロセッサ２４０は、ビデオ信号２０４
を、ベースレイヤと少なくとも１つの他のレイヤを有するＳＶＣ信号２０６にエンコード
する。特に、ステップ１１０では、ＩＤＲスライスがＳＶＣ信号２０６の他のレイヤより
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も頻繁にベースレイヤに挿入されるように、プロセッサ２４０は、（たとえば図３におけ
る破線の形式で示される信号２０７を介して）図３のＳＶＣエンコーダ２０５を制御する
。特に、異なる空間レイヤで異なるＩＤＲインターバルを規定する符号化パターンＩＢＢ
Ｐ又はＩＰＰＰのように規定する符号化パラメータは、ＳＶＣエンコーダ２０５に印加さ
れる。ステップ１１５で、図３の変調器２１０は、ＳＶＣ信号を送信する。
【００２１】
　図４を参照して、図２のフローチャートに従う図３のＳＶＣエンコーダ２０５により形
成される例示的なＳＶＣ信号２０６が示される。この例では、ＳＶＣ信号２０６は、ベー
スレイヤ（Ｄ＝０）及びエンハンスメントレイヤ（Ｄ＝１）である２つのレイヤを有する
。図４から観察されるように、ベースレイヤは、アクセスユニット１，４，７及び９にお
いてＩＤＲスライスを有し、エンハンスメントレイヤは、アクセスユニット１及び９にお
いてＩＤＲスライスを有する。係るように、矢印３０１により例示されるように時間Ｔc
でＳＶＣ信号２０６を伝送するチャネルに受信装置が切り替えたとき（最初の同調）、受
信装置は、ＳＶＣ信号２０６のベースレイヤの復号化を開始し、低減された解像度のビデ
オピクチャをユーザに供給することができる前に、矢印３０２により表されるように時間
Ｔwを待つ必要がある。したがって、レシーバは、より多くのランダムアクセスポイント
を有するベースレイヤのビデオ符号化信号を即座に復号化することで、チューイン遅延と
チャネル切り替え遅延とを低減することができる。図４から更に観察されるように、レシ
ーバは、エンハンスメントレイヤを復号化し、より高い解像度のビデオピクチャをユーザ
に供給することができる前に、矢印３０３により表されるように時間Ｔdを待つ必要があ
る。
【００２２】
　両方のレイヤが同じＩＤＲ周波数を有する図１に示される例と比較したとき、本発明の
概念は、制限されたパフォーマンスのロスによる低いビットレートで、同じセットの機能
の改善を実現する能力を提供する。これは、ベースレイヤがビットストリームの全体のビ
ットレートのごく一部のみを採用するときに特に当てはまる。たとえば、ベースレイヤ（
Ｄ＝０）としてのＣＩＦ（Common　Intermediate　Format）（７２０×２８８）の解像度
、エンハンスメントレイヤ（Ｄ＝１）としてのＳＤ（Standard　Definition）（７２０×
４８０）の解像度について、ベースレイヤは、全体のビットレートの僅かなパーセンテー
ジ（たとえば２５％前後）のみを採用する。したがって、ＣＩＦ解像度でＩＤＲ周波数を
増加することで、ビットレートのオーバヘッドは、エンハンスメントレイヤのみで又は両
方のレイヤでＩＤＲ周波数を増加することに比較して少ない。
【００２３】
　ＳＶＣでは、エンハンスメントレイヤがベースレイヤ上に有するレイヤ間の予測の依存
性のため、最初のターゲットとされる依存性の表現期間のパフォーマンスのロスを緩和す
ることができる。たとえば、上述されたように、図４では、チャネル切り替え又は周波数
の同調（チューンイン）がアクセスユニット番号３で生じたとき、デコーダは、アクセス
ユニット番号９までベースレイヤビットストリームを正しく復号化する。しかし、デコー
ダは、エンハンスメントレイヤの品質でビデオを再構成するのを助けるため、対応するエ
ンハンスメントレイヤのアクセスユニットに含まれる情報を利用することができる。
【００２４】
　なお、復号化の複雑度を低減するため、シングルループ復号化がＳＶＣ標準で規定され
ている。シングルループ復号化を可能にするため、エンコーダは、制約されたレイヤ間予
測を採用する。これにより、エンハンスメントレイヤマクロブロック（ＭＢ）についてレ
イヤ間のイントラ予測の使用のみが可能とされ、このエンハンスメントレイヤマクロブロ
ックに対して、共に位置される参照レイヤ信号がイントラ符号化される。参照レイヤのイ
ントラ符号化されたＭＢを再構築するとき、インター符号化されたＭＢの再構築を回避す
るため、上位レイヤのレイヤ間予測のために使用される全てのレイヤは、制約されたイン
トラ予測を使用して符号化されることが更に必要とされる。
【００２５】
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　本発明の原理によれば、ＩＤＲピクチャにおける増加は、ベースレイヤにおけるイント
ラ符号化されたＭＢの数を増加させる。それが有益であるとき、ベースレイヤＩＤＲピク
チャにおけるイントラ符号化されたＭＢは制約されたイントラ予測により強制的に符号化
される。結果的に、エンハンスメントレイヤは、ベースレイヤからのレイヤ間のイントラ
予測のため、より多くのイントラ符号化されたＭＢを有することができ、これにより、そ
の符号化効率が潜在的に改善される。ベースレイヤでの係る符号化されたＩＤＲピクチャ
により、エンハンスメントレイヤでの高い符号化効率を得ることができる。ゲインは、ベ
ースレイヤで符号化された余分のＩＤＲピクチャのため、ビットレートの増加を相殺する
。
【００２６】
　ここで図５を参照して、本発明の原理に係るＳＶＣ信号を受信する例示的な装置が示さ
れる。本発明の概念に係る部分のみが示される。装置３５０は、（たとえば図３の装置２
００により送信された信号の受信されたバージョンである）受信された信号３１１により
表されるように、本発明の原理に従うＳＶＣ信号を伝送する信号を受信する。装置３５０
は、たとえば携帯電話、モバイルＴＶ、セットトップボックス、デジタルＴＶ（ＤＴＶ）
等を表す。装置３５０は、受信機３５５、プロセッサ３６０及びメモリ３６５を有する。
かかるように、装置３５０は、プロセッサに基づいたシステムである。受信機３５５は、
ＳＶＣ信号を伝達するチャネルに同調するフロントエンド及び復調器を表す。受信機３５
５は、信号３１１を受信し、そこから信号３５６を回復する。この信号３５６は、プロセ
ッサ３６０により処理され、すなわちプロセッサ３６０は、ＳＶＣ復号化を実行する。た
とえば、本発明の原理に係るチャネル切り替え及びチャネルチューンインのための図６に
示されるフローチャートによれば、プロセッサ３６０は、パス３６６を介してメモリ３６
５に復号化されたビデオを供給する。復号化されたビデオは、装置３５０の一部であるか
、又は装置３５０とは個別のディスプレイ（図示せず）に印加するためにメモリ３６５に
記憶される。
【００２７】
　図６を参照して、装置３５０における使用のために本発明の原理に係る例示的なフロー
チャートが示される。チャネルの切り替え又はあるチャネルへの同調に応じて、プロセッ
サ３６０は、最初の目標とされる依存性のレイヤへの復号化を設定する。この例では、こ
れは、ステップ４０５において受信されたＳＶＣ信号のベースレイヤにより表される。し
かし、本発明の概念はそのように限定されず、他の依存性のレイヤは、他の依存性のレイ
ヤよりも多くのランダムアクセスポイントを有する限り、「最初にターゲットとされるレ
イヤ」として指定される。ステップ４１０では、プロセッサ３６０は、受信されたアクセ
スユニット（当該技術分野では、受信されたＳＶＣ　ＮＡＬ（Network　Abstraction　La
yer）ユニットとも呼ばれる）からベースレイヤフレームを受信し、ステップ４１５では
、受信されたベースレイヤフレームがＩＤＲスライスであるかをチェックする。ＩＤＲス
ライスではない場合、プロセッサ３６０は、次のベースレイヤフレームを受信するために
ステップ４１０に戻る。しかし、受信されたベースレイヤフレームがＩＤＲスライスであ
る場合、プロセッサ３６０は、低減された解像度であるがビデオ信号を供給するＳＶＣベ
ースレイヤの復号化を開始する。次いで、プロセッサ３６０は、ステップ４２５で、受信
されたアクセスユニットからエンハンスメントレイヤのフレームを受信し、ステップ４３
０で、受信されたエンハンスメントレイヤのフレームがＩＤＲスライスであるかをチェッ
クする。ＩＤＲスライスではない場合、プロセッサ３６０は、次のエンハンスメントレイ
ヤのフレームを受信するためにステップ４２５に戻る。しかし、受信されたエンハンスメ
ントレイヤフレームがＩＤＲスライスである場合、プロセッサ３６０は、より高い解像度
でビデオ信号を供給するため、ステップ４３５におけるＳＶＣエンハンスメントレイヤの
復号化を開始する。言い換えれば、現在の復号化レイヤの値よりも大きいdependency_id
の値をもつ依存性のレイヤにおけるＩＤＲスライスの検出に応じて、受信機は、検出され
たＩＤＲスライスをもつ依存性のレイヤにおける符号化ビデオを復号化する。さもなけれ
ば、受信機は、現在の依存性のレイヤを復号化し続ける。なお、ベースレイヤからのＩＤ
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イヤの復号化を開始することができる。
【００２８】
　なお、図６のフローチャートは、装置３５０による上位レイヤの処理を表す。たとえば
、ステップ４２０においてベースレイヤの復号化がひとたび開始されると、これは、ステ
ップ４２５及び４３０においてプロセッサ３５０がＩＤＲスライスについてエンハンスメ
ントレイヤをチェックするとしても、プロセッサ３５０により継続される。同様に、ステ
ップ４１５において、ベースレイヤがＩＤＲスライスについてチェックされ、次いで、ス
テップ４３０において、エンハンスメントレイヤがＩＤＲスライスについてチェックされ
る。これらは、たとえばチャネル切り替え又はチューンインが図４の矢印３０９により表
される時間で生じた場合に同じアクセスユニットからであり、この場合、次のアクセスユ
ニット９は、両方のレイヤにおいてＩＤＲスライスを有する。最後に、ベースレイヤと１
つのエンハンスメントレイヤの文脈で例示されたが、図６のフローチャートは、１を超え
るエンハンスメントレイヤに容易に拡張することができる。
【００２９】
　上述されたように、本発明の原理によれば、スケーラブルビデオ符号化のピクチャタイ
プのコンフィギュレーションの方法が記載された。本発明の概念は、ＭＰＥＧ－ＳＶＣに
より生成される圧縮されたビットストリームの誤り耐性を改善する（たとえば、ＩＴＵ－
Ｔ　Recommendation　H.264　Amendment　3:　“Advanced　video　coding　for　generi
c　audiovisual　services:　Scalable　Video　Coding”）。さらに、上述されたシステ
ムが本発明の原理に従って符号化された係るビットストリームを伝送するとき、チューン
イン遅延及びチャネル切り替え遅延を低減することができる。なお、本発明の概念は２レ
イヤの空間スケーラブルＳＶＣビットストリームの環境で記載されたが、本発明の概念は
そのように限定されず、ＳＶＣ標準で規定されるＳＮＲ（信号対雑音比）スケーラビリテ
ィと同様に多数のスケーラブルレイヤに適用することができる。
【００３０】
　上述の内容を考慮して、上述した内容は本発明の原理を単に例示したものであって、当
業者は、本明細書に明示的に記載されていないが、本発明の原理を実施するものであって
、本発明の範囲及び精神に含まれるものである様々な代替となる構成を創作することがで
きる。たとえば、個別の機能エレメントの文脈で例示されるが、これら機能エレメントは
、１以上の集積回路（ＩＣ）で実施される場合がある。同様に、個別のエレメントとして
図示されているが、一部又は全部のエレメントは、たとえば図２及び図６等に示される１
以上のステップに対応する関連するソフトウェアを実行するデジタルシグナルプロセッサ
であるプログラム内蔵型制御プロセッサで実現される場合がある。さらに、本発明の原理
は、たとえばサテライト、ワイヤレスフィデリティ（Ｗｉ－Ｆｉ）、セルラー等といった
他のタイプの通信システムに適用可能である。確かに、本発明の概念は、静止型受信機又
は移動型受信機にも適用可能である。したがって、様々な変更が例示的な実施の形態にな
され、特許請求の範囲により定義される本発明の精神及び範囲から逸脱することなしに他
の構成が創作される場合があることを理解されたい。
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